
                     
 

別添１ 
令和５年度(第64回)科学技術週間推進要綱 

 
                           令和５年２月 

                            文部科学省 
 
 令和５年度(第64回)科学技術週間については、｢科学技術週間について｣(昭
和35年２月26日閣議了解)等(別添参照)に基づき、下記の要領で推進する。 
 

記 
 
１．趣旨 
  科学技術に関し、ひろく一般国民の関心と理解を深め、もって我が国の

科学技術の振興を図るため、科学技術週間を設け、できるかぎりこの期間

中に各種の科学技術に関する行事を集中的に実施し、目的達成に資するも

のとする。 

 
２．期間  

令和５年４月17日（月）～４月23日（日） 
 
３．行事の実施 
 関係機関等の協力を得ながら、オンラインによる取組も含め、以下の行
事が科学技術週間の期間を中心として全国的に実施されるよう推進する。 
 
（１）講演会・シンポジウム 
（２）大学等における公開講座 
（３）研究機関・工場等施設の一般公開 
（４）科学館・博物館等の特別公開 
（５）体験学習・教室・工作イベント 
（６）サイエンスカフェ・座談会 
（７）発明相談・技術相談 
（８）発表会・展覧会・表彰イベント 
（９）映画・動画上映会 
（10）科学技術に関する資料の公表              等 
 
 なお、行事の実施に当たっては、新型コロナウイルスに関する最新の政
府等の方針や地域の実情に応じて、適切に対応いただきたい。 
また、行事の日程は、科学技術週間中の開催が望ましいが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止等の観点から分散して開催する行事も想定され
ることから、広く４月～５月中旬頃までに実施の取組も科学技術週間行事
に含めることとする。 

 



                    
 

なお、文部科学省としては科学技術週間の取組として以下を実施する。 
 

①   令和５年度版学習資料「一家に１枚」※の制作、配布、 
文部科学省科学技術週間ウェブページへの掲載 

※テーマ：「ウイルス ～小さくて大きな存在～」 

② 令和５年度(第64回)科学技術週間の告知ポスターの制作、配布、 
  文部科学省科学技術週間ウェブページへの掲載 

等   
＜配布先＞ 
① ②：関係省庁、全国の小・中・高等学校、大学、科学館・博物館、 

研究関係施設等 



                    
 

（参考） 
 

科学技術週間について  

 
                                     昭和35年２月26日 閣議了解 
 
１．趣旨  
    科学技術に関し、ひろく一般国民の関心と理解を深め、もっ

て我が国の科学技術の振興を図るため、科学技術週間を設け、
できるかぎりこの期間中に各種の科学技術に関する行事を集中
的に実施し、目的達成に資するものとする。 
 

２．期間  
       期間は、毎年４月18日を含む１週間とし、昭和35年度は、４

月18日から24日まで（１週間）とする。 
 
３．行事  
       科学技術関係機関および一般の協力を得て、たとえば科学技

術功労者の表彰、試験研究機関の公開、講演会、展覧会、映画
会、座談会等の開催、科学技術に関する資料の公表など、この
期間の趣旨にそった行事を全国的に実施するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学技術週間の期間について  
 
                                              昭和49年12月６日 

科 学 技 術 庁 
 
  昭和35年２月26日の閣議了解に基づく「科学技術週間」の期間は、

昭和50年度以降は、毎年、４月18日を含む月曜日に始まり日曜日に
終わる１週間とする。 
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